
＜月次報告様式（新様式　令和５年４月～）＞

令和6年度　公文書開示（4月決定分）
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1 R6.3.27 R6.4.3
○○年○○月○○日付相談テ
スト結果報告書

14 1 -

生活文化ス
ポーツ局東京
都消費生活総
合センター相
談課

2 R6.2.7 R6.4.5

・学校法人○○理事会、評議
員会の議事録過去３年分
・学校法人○○の理事の変更
届過去３年分

74 1 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で特定の個人を
識別することが出来るものである
ため。
（７条３号）
当該情報は法人の管理する内部情
報であり、開示により法人の競争
上又は事業運営上の地位その他社
会的地位が損なわれると認められ
るため。
（７条４号）
当該情報は、開示により、偽造等
の犯罪の予防その他の公共の安全
と秩序の維持に支障を及ぼすおそ
れがあると認められるため。

生活文化ス
ポーツ局私学
部私学行政課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

3 R6.3.21 R6.4.11

（１）○○年○○月○○日に
都庁会議室で行なわれた面談
音声記録。
（２）○○年○○月○○日～
○○年○○月○○日の期間に
出された通知文書

1 1

【条例第７条第６号】
開示請求に係る公文書が存在して
いる否かを答えるだけで、事業の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
ある情報を公にすることとなるた
め、同条例第10条に基づき、当該
公文書の存否を明らかにしないで
不開示とする。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課

4 R6.3.28 R6.4.11
○○年度に知事が生活文化ス
ポーツ局より受領した報告書
とそれに関する資料

1 1

【条例第７条第６号】
開示請求に係る公文書が存在して
いる否かを答えるだけで、事業の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
ある情報を公にすることとなるた
め、同条例第10条に基づき、当該
公文書の存否を明らかにしないで
不開示とする。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課

5 R6.3.28 R6.4.11
○○年○○月に知事が東京都
教育委員会から受領した報告
書とそれに関する資料

1 1

【条例第７条第６号】
開示請求に係る公文書が存在して
いる否かを答えるだけで、事業の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
ある情報を公にすることとなるた
め、同条例第10条に基づき、当該
公文書の存否を明らかにしないで
不開示とする。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

6 R6.3.29 R6.4.11

○○年○○月○○日～○○年
○○月○○日の期間におい
て、東京都（旧都民安全推進
本部と生活文化スポーツ局）
が、東京都教育委員会より受
領した資料

1 1

【条例第７条第６号】
開示請求に係る公文書が存在して
いる否かを答えるだけで、事業の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
ある情報を公にすることとなるた
め、同条例第10条に基づき、当該
公文書の存否を明らかにしないで
不開示とする。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課

7 R6.3.28 R6.4.11
知事に提出した報告書とそれ
に関する資料

1 1

【条例第７条第６号】
開示請求に係る公文書が存在して
いる否かを答えるだけで、事業の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
ある情報を公にすることとなるた
め、同条例第10条に基づき、当該
公文書の存否を明らかにしないで
不開示とする。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R6.2.13 R6.4.12

（１）犯罪被害等のリスクを
抱える青少年に係る臨時相談
窓口の開設運営、外部委託、
経費に関する公文書
（２） 上記相談窓口における
相談窓口職員、相談員が作成
した公文書
（３）新年度相談窓口常設化
に当たっての外部委託、見積
もり、予算に関する公文書

382 1 1 1 1 1 1

【条例第７条第２号】
　氏名、住所、電話番号及び口座情
報等は、個人に関する情報で、特定
の個人を識別することができるもの
であることから不開示
【条例第７条第３号】
公表されていない法人の口座情報を
公にすることにより、当該法人の事
業運営上の地位が損なわれると認め
られるため不開示
【条例第７条第４号】）
　契約書における印影等を公にする
ことにより、当該法人の秩序の維持
に支障を及ぼすおそれがあることか
ら不開示
【条例第７条第５号】
公にすることにより、率直な意見の
交換若しくは意思決定の中立性が不
当に損なわれるおそれがあることか
ら不開示。
【条例第７条第６号】
職員の個人メールアドレスを公にす
ることにより、不特定多数の者から
本来の業務目的以外のメールが大量
又は無差別に送信されるおそれがあ
り、当該職員の事務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため不開
示。
契約関係書類等厳格管理情報(積算内
訳)は、都の機関が行う事務又は事業
に関する情報であって、公にするこ
とにより、今後の行政運営に支障を
きたす可能性があると認められるた
め不開示

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部都
民安全課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

9 R6.4.2 R6.4.16

調布庁舎（４）内部改修その
他工事、東京武道館（４）監
視カメラ設備改修工事の施工
体系図の写し

4 1 1
【条例第７条第２号】
個人に関する情報で特定の個人を
識別できるため

生活文化ス
ポーツ局ス
ポーツ施設部
施設整備課

10 R6.4.14 R6.4.26

特定非営利活動法人○○の転
入申請に係る書類のうち新旧
対照表、定款、確認書及び新
旧対照表（補正前）

28 1

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部
管理法人課

11 R6.4.14 R6.4.26

特定非営利活動法人○○の転
入申請に係る書類のうち定款
変更認証申請書、総会議事
録、役員名簿及び「定款変更
（所轄庁変更）認証申請」に
係る補正書類の再提出につい
て

6 1 1 1 1

【条例第７条第２号】
個人に関する情報で特定の個人を
識別できるため
【条例第７条第３号】
法人に関する情報で、法人の事業
運営上の地位その他社会的な地位
が損なわれると認められるため
【条例第７条第４号】
公にすることにより、偽造等の犯
罪の予防に支障を及ぼすため

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部
管理法人課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

12 R6.4.14 R6.4.26

特定非営利活動法人○○の転
入申請に係る書類のうち、令
和3年度 事業報告書、活動計
算書、貸借対照表、財産目
録、年間役員名簿及び前事業
年度の末日における社員のう
ち10人以上の者の名簿

7

【条例第１８条第１項】
特定非営利活動促進法に基づく閲
覧及び謄写の対象となる公文書で
あり、開示対象外であるため

生活文化ス
ポーツ局
都民生活部
管理法人課

13 R6.4.15 R6.4.26
○○年○○月に知事が都民安
全推進本部に指示を行った文
書とそれに関する資料

1 1

【条例第７条第６号】
開示請求に係る公文書が存在して
いる否かを答えるだけで、事業の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
ある情報を公にすることとなるた
め、同条例第10条に基づき、当該
公文書の存否を明らかにしないで
不開示とする。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課

14 R6.4.15 R6.4.26

生活文化スポーツ局が知事に
説明を行い、それを踏まえて
知事が判断を行った結果の文
書とそれに関する資料

1 1

【条例第７条第６号】
開示請求に係る公文書が存在して
いる否かを答えるだけで、事業の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
ある情報を公にすることとなるた
め、同条例第10条に基づき、当該
公文書の存否を明らかにしないで
不開示とする。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

15 R6.3.21 R6.4.30
東京都青少年健全育成審議会
に関わる審議員の報酬に関わ
る書類一式（○○年度分）

11 1

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

16 R6.3.21 R6.4.30
東京都青少年健全育成審議会
に関わる不健全図書の購入リ
スト（○○年度分）

21 1 1 1

【条例第７条第３号】
　不健全図書類の指定に至らなかった図
書類は、指定基準に該当する可能性があ
るものと推認し調査購入の対象となった
ものである。公開することで、当該図書
類が一律に不健全図書類指定相当又はそ
れに極めて近いものであると認識され、
出版社の社会的評価が不当に悪化し、当
該出版社にとって予想しえない負担を強
いる。また、当該書店等が不健全図書類
の指定事務に係る調査購入の対象となっ
た図書類を容易に購入し得る書店等であ
る印象を与え、書店等の事業運営上の地
位、社会的な地位が損なわれる。
【条例第７条第６号】
　公開することで、青少年の健全な育成
を阻害するおそれのある図書類が青少年
の目に触れ、また、これらを容易に購入
等することができない環境を整備すると
いう青少年健全育成条例の趣旨に反し、
これらの図書類に関心が集まり、青少年
の性的好奇心等を喚起し、閲覧、購入を
助長する。さらに、当該書店等が不健全
図書類の指定事務に係る調査購入の対象
となった図書類を容易に購入し得る書店
等であると認識され、青少年の健全な育
成を阻害するおそれのある図書類の青少
年の閲覧・購入行為の助長につながる。
　また、都が書店等の事業運営上の地
位、社会的な地位を損なったことによ
り、都職員の立入調査や青少年健全育成
協力員の調査に対する協力が得られなく
なるなど、事務運営の円滑な遂行に支障
を及ぼす。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

17 R6.3.21 R6.4.30
東京都青少年健全育成審議会
に関わる都民からのもうしで
（○○年度分）

1
当該文書は取得しておらず、存在
しない。

生活文化ス
ポーツ局都民
安全推進部若
年支援課


